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○高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則

昭和37年10月26日規則第56号

改正

昭和51年５月18日規則第21号

昭和57年10月１日規則第43号

昭和61年３月31日規則第35号

昭和61年６月６日規則第56号

平成３年３月30日規則第32号の２

平成３年４月１日規則第50号

平成５年１月18日規則第１号

平成５年４月１日規則第39号の４

平成５年７月８日規則第51号

平成10年７月28日規則第90号

平成11年10月14日規則第107号

平成12年３月28日規則第52号

平成12年７月14日規則第175号

平成12年10月24日規則第208号

平成12年12月26日規則第234号

平成13年３月21日規則第12号

平成14年３月29日規則第27号

平成14年10月18日規則第92号

平成16年３月12日規則第21号

平成18年３月24日規則第31号

平成19年３月27日規則第33号

平成20年３月25日規則第23号

平成21年３月31日規則第33号

平成27年12月28日規則第86号

平成30年３月23日規則第20号

令和４年４月１日規則第17号

保健婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則をここに公布する。
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高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、高知県看護師等養成奨学金貸付け条例（昭和37年高知県条例第29号。以下「条

例」という。）の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（県内指定医療機関等）

第２条 条例第２条第１項第１号に規定する県内指定医療機関等（以下「県内指定医療機関等」と

いう。）は、別表に定める区域にある医療機関等（同号に規定する医療機関等をいう。以下同じ。）

とする。

（奨学金の貸付けの申請）

第３条 条例第２条第１項の規定に基づき奨学金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」と

いう。）は、別記第１号様式による看護師等養成奨学金貸付け申請書に次に掲げる書類を添えて、

知事に提出しなければならない。この場合において、奨学金に係る申請者が未成年であるときは、

当該看護師等養成奨学金貸付け申請書に親権者又は未成年後見人が連署しなければならない。

(１) 身上調書（別記第２号様式）

(２) 戸籍抄本

(３) 誓約書（別記第３号様式）

(４) 条例第２条第１項第１号に規定する養成施設（以下「養成施設」という。）の在学証明書

(５) 養成施設の長（養成施設が大学であるときにあっては、大学又は学部若しくは学科の長。

次条において同じ。）の推薦書

(６) 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証

明書

(７) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類

２ 申請者は、２人の連帯保証人を定め、前項の看護師等養成奨学金貸付け申請書に署名させなけ

ればならない。

３ 前項の連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）は、独立の生計を営む成年者でなければな

らない。

（奨学金の貸付けの決定等の通知）

第４条 知事は、前条第１項の規定による看護師等養成奨学金貸付け申請書を受理したときは、奨

学金を貸し付けるかどうかを決定し、奨学金を貸し付ける者にあっては別記第４号様式による看

護師等養成奨学金貸付け決定通知書により、奨学金を貸し付けない者にあっては別記第５号様式
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による看護師等養成奨学金貸付け不承認決定通知書により、同項第５号に掲げる推薦書を提出し

た養成施設の長を経由して、当該申請者に通知するものとする。

（奨学金の貸付けの時期等）

第５条 奨学金の貸付けは、年２回とし、７月及び12月に貸し付けるものとする。ただし、知事が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

２ 条例第７条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）は、知事が別に定めるところ

により、奨学金を振り込む口座を指定しなければならない。指定した口座を変更しようとすると

きも、同様とする。

（成績証明書等の提出）

第６条 借受者は、奨学金の貸付けを受けている間、前学年度の学業成績を証明する書類並びに第

３条第１項第３号から第５号まで及び第７号に掲げる書類を毎年４月30日までに知事に提出しな

ければならない。

（連帯保証人の変更）

第７条 借受者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更したとき若しくは知事が連帯

保証人を不適当であると認めて変更を命じたときは、直ちに別記第７号様式による連帯保証人異

動報告書に別記第８号様式による保証書及び新たな連帯保証人の収入を証明する所得証明書を添

えて、知事に提出しなければならない。この場合において、借受者が未成年であるときは、当該

連帯保証人異動報告書に親権者又は未成年後見人が連署しなければならない。

（借受者の届出義務）

第８条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければ

ならない。

(１) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(２) 在学する養成施設を他に転じたとき。

(３) 養成施設を休学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。

(４) 前３号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。

（奨学金の貸付けの一時停止の通知）

第９条 知事は、条例第４条の規定に基づき奨学金の貸付けを一時停止するときは、別記第９号様

式による看護師等養成奨学金一時停止通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（奨学金の貸付けの再開の手続）
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第10条 条例第５条の規定に基づく奨学金の貸付けの再開を申請しようとする借受者は、別記第10

号様式による看護師等養成奨学金再開申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による看護師等養成奨学金再開申請書を受理した場合において、奨学金の

貸付けを再開することを決定したときは、別記第11号様式による看護師等養成奨学金再開決定通

知書により、当該借受者に通知するものとする。

（奨学金の貸付けの辞退）

第11条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、別記第12号様式によ

る看護師等養成奨学金辞退届を知事に提出しなければならない。

（奨学金の貸付けの取消しの通知）

第12条 知事は、条例第６条の規定に基づき奨学金の貸付けを取り消すときは、別記第13号様式に

よる看護師等養成奨学金取消し通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（奨学金の分割償還の承認手続）

第13条 条例第７条第２項の規定に基づき奨学金を分割して償還させる必要があると認めるときは、

経済的な理由により貸付けを受けた奨学金を直ちに償還することが困難なときその他奨学金を分

割して償還させることが適当であると知事が認めるときとする。

２ 条例第７条第２項の規定に基づく奨学金の分割による償還を申請しようとする借受者は、別記

第14号様式による看護師等養成奨学金分割償還承認申請書を知事に提出しなければならない。

３ 知事は、前項の規定による看護師等養成奨学金分割償還承認申請書を受理した場合において、

奨学金を分割して償還させることを承認したときは、別記第15号様式による看護師等養成奨学金

分割償還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

４ 奨学金の分割償還は、奨学金を分割して償還することを承認された期間内において、月賦の均

等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

５ 知事は、条例第７条第２項の規定に基づき奨学金を分割して償還させることを承認した場合に

おいて、その償還をしている期間中に同条第３項の規定により利息を付し、又は利息を付さない

こととなったときは、その都度、前項の規定による毎月の償還額を算定し、当該借受者に通知す

るものとする。

（利息の利率）

第14条 条例第７条第３項の知事が定める割合は、年3.0パーセントとする。ただし、知事が特にや

むを得ないと認めるときは、利息を付さないことができる。

（奨学金の償還の猶予の承認手続）
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第15条 条例第８条の規定による奨学金の償還の猶予を申請しようとする借受者は、別記第16号様

式による看護師等養成奨学金償還猶予承認申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による看護師等養成奨学金償還猶予承認申請書を受理した場合において、

奨学金の償還の猶予を承認したときは、別記第17号様式による看護師等養成奨学金償還猶予承認

通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（償還の猶予に係る医療機関等）

第16条 条例第８条第２号及び第３号の知事が別に定める医療機関等は、次に掲げる医療機関等と

する。

(１) 国立又は公立（公立に準ずると認められる場合を含む。）の病院（医療法（昭和23年法律

第205号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。）

(２) 医療法第７条第１項又は第２項の規定による知事の許可を受けた病床数（以下この号にお

いて「許可病床数」という。）が100床以上であって、かつ、同項第４号に規定する療養病床の

病床数が当該許可病床数の50パーセント未満である病院

(３) 医療法第42条の２第１項の規定に基づき社会医療法人が開設する病院

(４) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の２第１項に規定する指定障害児入所施設のう

ち同法第42条第２号に規定する医療型障害児入所施設である病院

(５) 前各号に掲げる医療機関等のほか、知事が指定する医療機関等

（奨学金の償還の免除の承認手続）

第17条 条例第９条第１項第１号から第３号までの規定による期間の算定に当たっては、県内指定

医療機関等又は県内訪問看護ステーション（条例第２条第１項第１号に規定する県内訪問看護ス

テーションをいう。以下同じ。）において看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）の

業務に継続して従事した期間は、月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了

した場合は、当該月における日数が15日を超えるときにあってはこれを１月とし、15日以下のと

きにあってはこれを切り捨てるものとする。

２ 条例第９条第１項の規定による奨学金の償還の免除を申請しようとする借受者は、別記第18号

様式による看護師等養成奨学金償還免除承認申請書を知事に提出しなければならない。

３ 条例第９条第２項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除は、県内指定医療機関等又は県内

訪問看護ステーションにおいて看護師等の業務に継続して従事した期間が当該借受者に奨学金を

貸し付けた期間（奨学金の貸付けを一時停止した期間を除く。次項において同じ。）に達してい

たときに行うものとする。この場合における期間の算定に当たっては、第１項の規定を準用する。
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４ 前項の場合において、奨学金の一部の償還を免除する額は、同項の奨学金の一部の償還の免除

の要件となった県内指定医療機関等又は県内訪問看護ステーションにおいて看護師等の業務に継

続して従事した期間を当該借受者に奨学金を貸し付けた期間の1.5倍に相当する期間で除したも

のに当該借受者に貸し付けた奨学金の額を乗じて得た額とする。

５ 第３項に規定する場合のほか、知事が奨学金の一部の償還を免除することが適当であると認め

るときは、奨学金の一部の償還を免除することができる。

６ 条例第９条第２項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除を申請しようとする借受者は、別

記第19号様式による看護師等養成奨学金償還一部免除承認申請書を知事に提出しなければならな

い。

７ 条例第９条第３項の規定に基づく奨学金の全部又は一部の償還の免除を申請しようとする者は、

別記第20号様式による看護師等養成奨学金償還（一部）免除承認申請書を知事に提出しなければ

ならない。

８ 知事は、第２項の規定による看護師等養成奨学金償還免除承認申請書、第６項の規定による看

護師等養成奨学金償還一部免除承認申請書又は前項の規定による看護師等養成奨学金償還（一部）

免除承認申請書を受理した場合において、奨学金の償還の免除を承認したときは、別記第21号様

式による看護師等養成奨学金償還免除承認通知書により、当該借受者等に通知するものとする。

（就業状況等の届出）

第18条 借受者は、県内指定医療機関等若しくは県内訪問看護ステーション又は第16条に規定する

医療機関等において看護師等の業務に従事するときは、別記第22号様式による看護師等業務従事

届に当該県内指定医療機関等若しくは県内訪問看護ステーション又は医療機関等の長の証明を添

えて、知事に提出しなければならない。看護師等の業務に従事する県内指定医療機関等若しくは

県内訪問看護ステーション又は同条に規定する医療機関等を変更したときも、同様とする。

２ 借受者は、奨学金（条例第７条第３項の規定により付される利息を含む。）の償還が完了する

までの間、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに別記第23号様式による看護師等業務退

職等届を知事に提出しなければならない。

(１) 奨学金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療機関等又は県内訪問看護ステーシ

ョンにおいて看護師等の業務に従事しなくなったとき。

(２) 奨学金の償還の猶予を受けている期間中に第16条に規定する医療機関等において看護師等

の業務に従事しなくなったとき又は当該医療機関等に就業した後２年間を経過したとき。
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(３) 奨学金の償還をしている期間中に看護師等の業務に従事している医療機関等又は訪問看護

ステーション（条例第２条第１項第１号に規定する訪問看護ステーションをいう。次号におい

て同じ。）を変更したとき。

(４) 奨学金の償還をしている期間中に医療機関等若しくは訪問看護ステーションにおいて看護

師等の業務に従事しなくなったとき又は看護師等の業務に従事することを再開したとき。

(５) 退職その他の理由により県内指定医療機関等若しくは県内訪問看護ステーション又は第16

条に規定する医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき。

（延滞利子）

第19条 条例第10条第１項の規定により延滞利子を徴収する場合において、同項の規定により計算

した延滞利子の額に100円未満の端数があるとき又は延滞利子の額が500円未満であるときは、当

該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

２ 条例第10条第３項の規定に基づき延滞利子を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。

(１) 災害等の理由により償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったことについ

てやむを得ない理由があると認められるとき。

(２) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったこと

についてやむを得ない理由があると認められるとき。

(３) 条例第９条の規定に基づき奨学金の全部又は一部の償還を免除するとき。

(４) 前３号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。

３ 条例第10条第３項の規定に基づく延滞利子の減額又は免除は、知事が特に認めるときを除き、

延滞利子の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和37年４月１日から適用する。

（借受け申込みの特例）

２ 奨学金の借受け申込み期日は、第２条の規定にかかわらず、昭和37年度に限り昭和37年11月５

日までとする。

附 則（昭和51年５月18日規則第21号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和51年４月１日から適用する。
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（経過措置）

２ この規則による改正前の保健婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則の規定に基づく借受けの申込

みその他の行為は、この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則の

規定に基づいてなされたものとみなす。

附 則（昭和57年10月１日規則第43号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和61年３月31日規則第35号）

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。

附 則（昭和61年６月６日規則第56号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の２第１号の改正規定は、昭和61年６月27

日から施行する。

附 則（平成３年３月30日規則第32号の２）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則の規定は、平成２年

３月１日以後に養成施設を卒業した者の奨学金の償還の猶予及び免除並びに同年４月１日以後に

養成施設に入学し、又は入所した者の奨学金の貸付けについて適用し、同年３月１日前に養成施

設を卒業した者の奨学金の償還の猶予及び免除並びに同年４月１日前に養成施設に入学し、又は

入所した者の奨学金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則（平成３年４月１日規則第50号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則の規定は、平成３年

４月１日以後に養成施設に入学又は入所する者に対する奨学金の貸付け及び償還について適用し、

同日前に養成施設に入学又は入所した者に対する奨学金の貸付け及び償還については、なお従前

の例による。

附 則（平成５年１月18日規則第１号）

この規則は、公布の日から施行する。
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附 則（平成５年４月１日規則第39号の４）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則別記様式は、この規

則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則の規定にかかわらず、残品の

限度で使用することができる。

附 則（平成５年７月８日規則第51号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則の規定は、平成５年

４月１日以後に新たに奨学金の貸付けを決定する者の奨学金の償還について適用し、同日前に奨

学金の貸付けを決定した者の奨学金の償還については、なお従前の例による。

附 則（平成10年７月28日規則第90号）

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨

学金貸付け規則（次項において「新規則」という。）の規定は、平成10年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ 新規則の規定は、平成10年４月１日以後に奨学金の貸付けを決定する者の奨学金の貸付け及び

償還について適用し、同日前に奨学金の貸付けを決定した者の奨学金の貸付け及び償還について

は、なお従前の例による。

附 則（平成11年10月14日規則第107号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成12年３月28日規則第52号）

この規則は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成12年７月14日規則第175号）

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨

学金貸付け規則（次項において「新規則」という。）の規定は、平成12年４月１日から適用する。
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（経過措置）

２ 新規則の規定は、平成12年４月１日以後に奨学金の貸付けを決定する者の奨学金の貸付け及び

償還について適用し、同日前に奨学金の貸付けを決定した者の奨学金の貸付け及び償還について

は、なお従前の例による。

附 則（平成12年10月24日規則第208号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学

金貸付け規則の規定は、平成12年９月１日から適用する。

附 則（平成12年12月26日規則第234号）

この規則は、平成13年１月６日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行す

る。

(１) （略）

(２) 第10条中保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学金貸付け規則第２条第２号の改正規定

(３) （略）

附 則（平成13年３月21日規則第12号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健婦、助産婦、看護婦等養成奨学

金貸付け規則の規定は、平成13年３月１日から適用する。

附 則（平成14年３月29日規則第27号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成14年10月18日規則第92号）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健師、助産師、看護師等養成奨学

金貸付け規則の規定は、平成14年４月１日から適用する。

附 則（平成16年３月12日規則第21号）

この規則は、平成16年４月１日から施行する。

附 則（平成18年３月24日規則第31号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の保健師、助産師、看護師等養成奨学金貸付け規則の規定は、平成17年

４月１日以後に新たに奨学金の貸付けを決定する者の奨学金の貸付け及び償還について適用し、
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同日前に奨学金の貸付けを決定した者の奨学金の貸付け及び償還については、なお従前の例によ

る。

附 則（平成19年３月27日規則第33号）

（施行期日）

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の助産師、看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則（以下この項におい

て「新規則」という。）の規定は、平成19年４月１日以後に新たに奨学金の貸付けを決定する者

の奨学金の貸付け及び償還について適用し、同日前に奨学金の貸付けを決定した者の奨学金の貸

付け及び償還については、なお従前の例による。ただし、保健師、助産師、看護師等養成奨学金

貸付け条例の一部を改正する条例（平成18年高知県条例第43号。以下この項において「一部改正

条例」という。）附則第２項の規定により同日前に奨学金の貸付けを決定した者のうち、当該者

からの申込みに基づき一部改正条例による改正後の助産師、看護師等養成奨学金貸付け条例（昭

和37年高知県条例第29号。以下この項において「新条例」という。）第３条第２項の規定により

同条第１項の表に定める金額の奨学金の貸付けを決定する者にあっては、一部改正条例による改

正前の保健師、助産師、看護師等養成奨学金貸付け条例（以下この項において「旧条例」という。）

及びこの規則による改正前の保健師、助産師、看護師等養成奨学金貸付け規則（以下この項にお

いて「旧規則」という。）の規定により貸し付けた奨学金（一部改正条例附則第２項及びこの項

の規定によりなお従前の例によるものとして旧条例及び旧規則の規定により貸し付ける奨学金を

含む。）並びに同日以後に新条例及び新規則の規定により貸し付ける奨学金の償還については、

新規則の規定を適用する。

附 則（平成20年３月25日規則第23号）

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成21年３月31日規則第33号）

（施行期日）

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則の規定は、平成21年４

月１日以後に新たに奨学金の貸付けを決定する者の奨学金の貸付け及び償還について適用し、同

日前に奨学金の貸付けを決定した者の奨学金の貸付け及び償還については、なお従前の例による。
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附 則（平成27年12月28日規則第86号）

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則（以下この項において

「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日以後に新たに奨学金の貸付けを決定する者

の奨学金の貸付け及び償還について適用し、同日前に奨学金の貸付けを決定した者の奨学金の貸

付け及び償還については、なお従前の例による。ただし、高知県看護師等養成奨学金貸付け条例

の一部を改正する条例（平成27年高知県条例第73号。以下この項において「一部改正条例」とい

う。）附則第２項の規定により一部改正条例の施行の日前に奨学金の貸付けを決定した者であっ

て、同日において一部改正条例による改正後の高知県看護師等養成奨学金貸付け条例（昭和37年

高知県条例第29号。以下この項において「新条例」という。）第２条第１項第１号に規定する養

成施設に在学しているもののうち、当該者からの申出に基づき新条例の規定を適用することとす

る者にあっては、一部改正条例による改正前の高知県看護師等養成奨学金貸付け条例及びこの規

則による改正前の高知県看護師等養成奨学金貸付け条例施行規則の規定により貸し付けた奨学金

並びに同日以後に新条例及び新規則の規定により貸し付ける奨学金の償還については、新規則の

規定を適用する。

附 則（平成30年３月23日規則第20号）

この規則は、平成30年４月１日から施行する。

附 則（令和４年４月１日規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第２条関係）

１ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏以外の区域にある医療機関等

２ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏のうち次に掲げる区域にある医療機関等

(１) 香美市

(２) 香南市

(３) 長岡郡

(４) 土佐郡

(５) 吾川郡いの町（上八川甲、上八川乙、上八川丙、上八川丁、清水上分、清水下分、小川新

別、小川西津賀才、小川東津賀才、小川樅ノ木山、小川柳野、下八川甲、下八川乙、下八川丙、
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下八川丁、下八川十田、足谷、越裏門、大森、 原、桑瀬、高藪、寺川、戸中、長沢、中野川

及び脇ノ山に限る。）及び仁淀川町

(６) 高岡郡佐川町、越知町及び日高村
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別記

第１号様式（第３条関係）
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第２号様式（第３条関係）
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第３号様式（第３条関係）

第４号様式（第４条関係）
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第５号様式（第４条関係）
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第６号様式 削除

第７号様式（第７条関係）
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第８号様式（第７条関係）

第９号様式（第９条関係）
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第10号様式（第10条関係）
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第11号様式（第10条関係）

第12号様式（第11条関係）
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第13号様式（第12条関係）
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第14号様式（第13条関係）
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第15号様式（第13条関係）
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第16号様式（第15条関係）

第17号様式（第15条関係）
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第18号様式（第17条関係）
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第19号様式（第17条関係）
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第20号様式（第17条関係）
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第21号様式（第17条関係）
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第22号様式（第18条関係）
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第23号様式（第18条関係）


